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［表紙写真　キウス２号周堤墓近景］

解説）竪穴のくぼみが約4.7ｍと最も深い２号周堤墓は、外側から見ると 

地上高約２ｍの周堤が取り囲んでいる。出入口と推定される低下部を通し 

その奥行きが見て取れ、「浅い谷」を挟んだ手前左の１号周堤墓との、 

相互の配置が作り出す土地の起伏が、縄文時代の墓地群の有り様を反映 

させた史跡景観をなしている。（北より）



口絵１

史跡キウス周堤墓群空中写真（2013年 9 月27日撮影）



口絵２

史跡キウス周堤墓群空中写真（1947年 9 月 4 日　国土地理院撮影）



序

　キウス周堤墓群は、縄文時代後期後葉につくられた大規模な集団墓地です。

当時遺跡の眼前には、オサツトーやマオイトーといった大きな湖沼とその周辺

の湿地帯が広がり、背後には馬追丘陵へ続くなだらかな斜面地形に豊かな森林

環境があり、サケやシカ、堅果類などの食料資源に恵まれた豊かな場所だった

と考えられています。

　明治時代の後半に調査の手が入り、大正時代に学会に知られるところとなっ

たキウスは、戦前までアイヌのチャシとして広く認識されるとともに遺跡の保

護が図られてきました。戦後、発掘調査によって縄文時代の集団墓地と判明

し、昭和54年（1979）に国史跡に指定され、さらに令和元年（2019）には追加

指定を受けました。

　令和２年（2020）、市は史跡を適切に保存し、次世代へと継承していくため

に、その本質的価値と構成要素を明確化し、それらを適切に保存・活用してい

くための基本方針を定めた保存活用計画を策定しました。本整備計画は、この

保存活用計画にもとづき、整備・公開・活用の基本方針、整備の方法、維持管

理、運営体制など、史跡の整備と公開活用に関する基本的な計画を定めたもの

です。

　今後、千歳市では本計画にもとづき、史跡の整備と活用を進め、地域の人々

とともに将来にわたって守り、継承するとともに、まちづくりや人づくりの糧

としていきたいと考えています。

　最後になりましたが、本計画の策定にあたり、ご指導・ご協力を賜りました

文化庁、北海道教育委員会並びに整備基本計画検討委員会の皆さまをはじめ、

関係機関の方々に厚く御礼申し上げるとともに、今後の整備事業及び公開活用

事業につきましても引き続きのご支援をお願い申し上げます。

　令和３年12月

千歳市教育委員会　　　　　　

教育長　佐々木　智　　



例　　言

１�．本書は、北海道千歳市中央2777番ほかに所在する史跡キウス周堤墓群の整備基本計画

書である。

２�．本計画は、千歳市教育委員会が令和２年（2020）度に設置した「史跡キウス周堤墓群

整備基本計画検討委員会」（佐藤正知委員長）における審議結果を踏まえ、千歳市教育

委員会が策定した。

３�．本計画の策定に当たっては、文化庁文化資源活用課整備部門（記念物）、北海道教育

庁生涯学習推進局文化財・博物館課の指導、助言を得た。

４�．本計画の策定に係わる支援業務は、㈱シン技術コンサルに委託した。

５�．本計画の策定に係わる事務は、千歳市教育委員会教育部主幹（国指定史跡担当）（執

筆・編集）、同教育部埋蔵文化財センターが担当した。
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